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（別添）新旧対照表「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」（平成 13 年 12 月 25 日保発第 291 号厚生労働省保険局長通知） 
 

改正後 現行 
１ 趣旨 

 擬制世帯において世帯主の変更を希望する場合については、従来

の国民健康保険法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属

する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする

ことができることとする。 

 また、新たに被保険者の資格を取得した者が国民健康保険の世帯

主となることを希望する場合であって、当該被保険者が属する世帯

の住民基本台帳上の世帯主（当該世帯主が国民健康保険の被保険者

である場合を除く。以下「住民基本台帳上の世帯主」という。）が他

の者であるとき、国民健康保険の世帯主となることを希望している

当該被保険者を世帯主として資格取得届を行うことができることと

する。 

 

２ 擬制世帯であることを理由とする世帯主変更の手続き 

（１） 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となる

ことを希望する者は、国民健康保険法施行規則（昭和33年厚

生省令第53号。以下「省令」という。）第10条の2に規定す

る世帯主の変更を市町村に届け出ること。 

（２）・（３） （略） 
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２ 擬制世帯であることを理由とする世帯主変更の手続き  

(１) 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となるこ

とを希望する者は、国民健康保険法施行規則第10条の2に規定

する世帯主の変更を市町村に届け出ること。 

 

(２) 上記の届出を行う場合は、擬制世帯主の同意を必要とするこ

と。 

(３) 市町村長は、擬制世帯主が保険料(税)を完納しており、かつ、

世帯主を変更した後も保険料(税)の納付義務や各種届出義務の

確実な履行が見込める等、国民健康保険事業の運営上支障がな
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３ 住民基本台帳上の世帯主ではない、当該世帯の国民健康保険の被

保険者を世帯主とする資格取得の手続き 

(１) 当該被保険者が、国民健康保険の世帯主となることを希望し

ており、そのことにつき当該住民基本台帳上の世帯主が同意し

ていることが確認できる場合、当該被保険者を国民健康保険の

世帯主とした上で、省令第２条から第４条までの届出を行うこ

とができること。 

(２) この取扱いは、当該被保険者に保険料（税）の納付義務者と

して十分な負担能力や納付意欲があると認められ、かつ、当該

被保険者に各種届出義務の確実な履行が見込める等、国民健康

保険事業の運営上支障がないと認められる場合に限り認められ

るものであること。 

 

４ 留意事項 

(１) 本通知の２の取扱いは、変更前の世帯主が擬制世帯主である

場合に限るものであり、住民基本台帳法第25条に規定する世帯

主の変更を届け出ることなく、国民健康保険の被保険者を国民

健康保険における世帯主とする取扱いを認めるものであるこ

と。 

(２) 本通知の２に基づく世帯主の変更後に、保険料(税)の滞納等、

国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれ

があると認められる場合には、市町村長は、擬制世帯主を再度

世帯主とすることができること。 

いと認める場合に限り、擬制世帯に係る世帯主の変更を行うこ

と。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 留意事項 

(１) 本通知の取扱いは、変更前の世帯主が擬制世帯主である場合

に限るものであり、住民基本台帳法第25条に規定する世帯主の

変更を届け出ることなく、国民健康保険の被保険者を国民健康

保険における世帯主とする取扱いを認めるものであること。 

 

(２) 本通知に基づく世帯主の変更後に、当該世帯主について保険

料(税)の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又

は生じるおそれがあると認められる場合には、市町村長は、擬

制世帯主を再度世帯主とすることができること。 
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(３) 擬制世帯主であった者が本通知の２に基づく世帯主の変更後

に国民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となる

べき者が国民健康保険の被保険者となった場合には、市町村長

は、当該世帯主となるべき者を国民健康保険の世帯主とするべ

きであること。 

（４） 本通知の３に基づき国民健康保険の被保険者を世帯主とした

場合において、保険料（税）の滞納等、国民健康保険事業の運営

上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められるとき

は、市町村長は、当該世帯の住民基本台帳上の世帯主等、国民健

康保険の世帯主として妥当と認められる者を国民健康保険の世

帯主とすることができること。 

 

(３) 擬制世帯主であった者が本通知に基づく世帯主の変更後に国

民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となるべき

者が国民健康保険の被保険者となった場合には、市町村長は、

当該世帯主となるべき者を国民健康保険の世帯主とするべきで

あること。 

（新設） 

 

 


